
 

 

 

 

 

令和８年度 介護福祉士等修学資金貸付事業 

離職介護人材再就職準備金 貸付のご案内 
 

 

● 離職介護人材再就職準備金 の概要 

介護職として一定の知識と経験を有する離職中の方に対し、新潟県内で介護職員等として再就職 

する際に必要な費用を貸付け、再就職を支援します。 

● 貸付対象者  次の①～⑤までの要件を全て満たす方を対象とします （申請には連帯保証人が必要） 

① 原則として新潟県に住民登録をしている方 

② 居宅サービス等を提供する事業所・施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施 

する事業所において、介護職員等としての実務経験を１年以上有する方 

③ 次のいずれかに該当する方 

・ 介護福祉士有資格者 

・ 介護福祉士実務者研修修了者 

・ 介護職員初任者研修修了者(介護職員基礎研修、訪問介護員１級課程及び２級課程修了者を含む。) 

④ 新潟県内の居宅サービス等を提供する事業所・施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所 

事業を実施する事業所に、介護職員等として再就職が決定（内定）した方 

⑤ 直近の介護職員等としての離職日から６ヶ月以上経過（県外からのU・I ターンによる再就職 

の場合は離職期間不問。）しており、介護職員等として再就職が決定（内定）するまでの間に、 

予め、新潟県福祉人材センターに求職登録又は離職介護福祉士等の届出をした方 

 

●  貸付額及び対象経費等  

▶  貸 付 額   4００，０００円以内（一括交付） ※一人当たり一回限り 

▶  対象経費   ・子どもの預け先を探す際の活動費 

・介護に係る情報収集や講習会参加費、国家試験受験手数料、参考図書の購入費 

・介護職員等として働く際に必要な靴や鞄等の被服費 

・転居を伴う場合に必要な敷金、礼金又は転居費 

・通勤用の自転車又はバイクの購入費   等 

▶  利  子  無利子 

●  返還の免除   

▶  新潟県内で介護職員等の業務に再就職した日から継続して２年間従事した場合、貸付額が 

全額返還免除になります 

 

～ 介護の職場に再就職する方を応援します ～ 



● 貸付金の返還 

➊ 申請者 再就労する日以前に、新潟県福祉人材センターに“求職登録”又は“離職介護福祉士等の届出”

➋ 申請者 貸付申請書類の提出

➌ 県社協 申請書類の審査 ～ 貸付可否の決定通知

➍ 申請者 貸付決定した申請者は「借用証書」等を提出

➎ 県社協 貸付決定者が提出した「借用証書」等を確認後、貸付金を交付

再就職先の決定（内定）

申請者は、次の申請書類を新潟県社会福祉協議会に提出してください。 

                 ※ 既に就労された方は、就労開始から３カ月以内に申請してください。 

申請書類 摘 要 

離職介護人材再就職準備金貸付申請書兼利用計画書

（第 1-①号様式） 
申請者、連帯保証人それぞれが自署・押印 

実務経験証明書（第 1-②号様式） 離職先からの証明 

雇用（内定）に関する証明書（第 1-③号様式） 再就職先からの証明 

資格証明書の写し又は修了証の写し 保有資格の証明書等の写し 

申請者の住民票 申請日より３カ月以内でマイナンバー記載なしのもの 

連帯保証人の収入を証明する書類 所得課税証明書（市町村発行） 

      令和８年３月２日（月）から令和９年２月２６日（金）必着 （随時申請可） 

     ▸定員に達した場合は募集を終了し、その旨を新潟県社会福祉協議会のホームページに掲載します。 

提出された申請書類を審査し貸付けの可否を決定後、申請者に通知します。 

    ▸新潟県の予算により貸付決定されるため、予算状況により貸付けが受けられない場合があります。 

     介護職員等として就職しなかった場合や、所定の期間前に離職した場合等に 

ついては、貸付金を返還していただくことになります。 

● 申請から貸付金交付までの主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  詳しくは、新潟県社会福祉協議会のホームページをご確認ください 

※ 申請書様式は、新潟県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。 

 https://www.fukushiniigata.or.jp/job/sikin/ 

■ 貸付申請・問い合わせ先  

   新潟県社会福祉協議会 生活支援課 介護福祉士等修学資金担当 

   〒950 〒950-8575 新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 3 階 

TEL  025—281-5605 

● 審査・決定 

● 申請方法 

● 申請受付期間 


